
種類 件名 所管部署 ページ

規則 神戸市公有財産規則の特例に関する規則の一部を改正する
規則

都市局新都市管理課 1

規則 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行
規則等の一部を改正する規則

建築住宅局建築指導部
建築安全課

3

規則 神戸市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する
規則

経済観光局中央卸売市
場運営本部経営課

20

告示 土壌汚染対策法第11条第１項に基づく「形質変更時要届出
区域」の指定

環境局環境保全課 22

告示 土壌汚染対策法第６条第４項の規定に基づく「要措置区域」
の一部の指定の解除

環境局環境保全課 23

告示 一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事務の委託（港島
クリーンセンター）

環境局施設課 24

告示 一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事務の委託（東ク
リーンセンター）

環境局施設課 25

告示 一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事務の委託（西ク
リーンセンター）

環境局施設課 26

告示 一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事務の委託（苅藻
島クリーンセンター）

環境局施設課 27

告示 一般廃棄物の処分に関する手数料の徴収事務の委託（落合
）

環境局施設課 28

告示 認定特定非営利活動法人の認定の失効 地域協働局地域活性課 29

告示 放置自転車等の撤去及び保管についての告示 建設局東部建設事務所 30

告示 放置自転車等の撤去及び保管についての告示 建設局西建設事務所 33

告示 道路法による道路の区域変更・供用開始（市道　塩屋丸山
線）

建設局道路管理課 35

告示 道路法による道路の区域変更・供用開始（市道灘方面478号
線）

建設局道路管理課 36

告示 道路法による道路の認定及び廃止（市道有野台209号線他） 建設局道路管理課 37

告示 道路法による歩行者専用道路の指定（市道有野台211号線） 建設局道路管理課 40

告示 河川区域の変更及び関係図書の縦覧 建設局河川課 41

告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律による指定障害福祉サービス事業者の指定

福祉局監査指導部 42

告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律による指定障害福祉サービス事業者の廃止

福祉局監査指導部 44

告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律による指定一般相談支援事業者の指定

福祉局監査指導部 45

告示 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律による指定特定相談支援事業者の指定

福祉局監査指導部 46

告示 児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の指定 福祉局監査指導部 47

告示 児童福祉法による指定障害児相談支援事業者の指定 福祉局監査指導部 48

告示 身体障害者福祉法による医師の指定等 福祉局障害者更生相談
所

49

告示 生活保護法等による医療機関の指定 福祉局くらし支援課 58
告示 生活保護法等による指定医療機関の事業の廃止 福祉局くらし支援課 59

目次
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種類 件名 所管部署 ページ

告示 生活保護法等による施術者の指定 福祉局くらし支援課 60

告示 港湾施設の供用開始及び規模変更の告示 港湾局経営課 61
告示 個人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人の指定

（特定非営利活動法人てんびんほか）
行財政局税務部市民税
企画課

63

公告 神戸市名谷町社谷土地区画整理事業の事業計画の変更
（第３回）の認可

都市局地域整備推進課 64

公告 開発行為に関する工事の完了（須磨区稲葉町７丁目） 都市局都市計画課 65

水道局 神戸市指定給水装置工事事業者の廃止 水道局配水課 66

水道局 神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程 水道局経営企画課 67

選挙管理
委員会

法定連署数の告示 選挙管理委員会事務局 69

人事委員
会

昇任の選考に関する規則等の一部を改正する規則 人事委員会事務局任用
課

70
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神戸市公有財産規則の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年３月18日

神戸市長 久  元   喜   造

神戸市規則第36号

神戸市公有財産規則の特例に関する規則の一部を改正する規則

 神戸市公有財産規則の特例に関する規則（平成 13年７月規則第28号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

附 則 附 則

１ ［略］ １  ［略］ 

（この規則の失効） （この規則の失効）

２  この規則は、令和８年３月 31日限

り、その効力を失う。ただし、その時

までにした第２条の規定の適用を受

ける貸付けに係る契約及び第３条の

規定の適用を受ける譲渡に係る契約

については、この規則は、その時以後

も、なおその効力を有する。  

２  この規則は、令和７年３月 31日限

り、その効力を失う。ただし、その時

までにした第２条の規定の適用を受

ける貸付けに係る契約及び第３条の

規定の適用を受ける譲渡に係る契約

については、この規則は、その時以後

も、なおその効力を有する。  
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附 則  

この規則は、公布の日から施行する。
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神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則等の一部を改正

する規則をここに公布する。  

 令和７年３月 18日

神戸市長 久  元  喜  造

神戸市規則第 37号

 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則等の一部を

改正する規則

（建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則（平成 24

年６月規則第 13号）の一部を次のように改正する。

 様式第１号から第６号までを次のように改める。  
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建築物総合環境計画書

年 月 日

神戸市長 宛

提出者（特定建築主）

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

  電話番号   （   ）  －

 神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例第９条第２項の規定により、

建築物総合環境計画書を提出します。  

代理者

氏   名

住   所

電話番号

担当者氏名

設計者

氏   名

住   所

電話番号

特 定 建 築 物 の

所在地

特 定 建 築 物 の

名称

受

付

処

理

欄

行

政

特

記

欄

様式第１号（第５条関係）

（第 1 面）
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工事種別 □新築  □増築  □改築  □大規模の修繕又は大規模の模様替

床面積の

合計

届 出 部 分 同一棟の届出以外の部分   合   計

（ ㎡） （ ㎡）   （ ㎡）

用途及び

用途別

床面積

□事務所（ ㎡）□学  校（ ㎡）□物販店（ ㎡）

□飲食店（ ㎡）□集会所（  ㎡）□病  院（ ㎡）

□ホテル（ ㎡）□ 集 合 住 宅 （ ㎡）□工 場（ ㎡）

※ (  ㎡ )内に当該用途の届出部分床面積を記入

敷地面積 （ ㎡）

建築面積
届 出 部 分 同一棟の届出以外の部分   合   計

（ ㎡） （   ㎡）  （   ㎡）

構造
□鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □鉄筋鉄骨コンクリート造

□（   ）造

高さ及び

階数
（  ）ｍ （地上   階、地下   階）

環境配慮の

評価
別途添付

総合設計の

適用
□ 有 □ 無

確 認 申 請 予 定

日 又 は 計 画 通

知予定日

 年   月  日

工事着手

予定日
  年   月  日

工事完了

予定日
  年   月  日

備考

第１号様式（第５条関係）

（第 2 面）
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建築物総合環境計画書変更届

年 月 日

神戸市長 宛

届出者（特定建築主）

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

  電話番号   （   ）  －

建築物総合 環境計 画 書を変更し たので 、  神戸市建築 物等に お ける環境配 慮の推進

に関する条例第 10 条第１項及び第２項の規定により、届け出ます。  

代理者

氏   名

住   所

電話番号

担当者氏名

特定建築物の

所在地

特定建築物の

名称

建築物総合環境

計画書の届出日

及び番号

年   月   日  第   号

変更した事項

変更前

変更後

環境配慮の評価 別途添付

備考

受
付
処
理
欄

行

政

特

記

欄

様式第２号（第９条関係）
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特定建築物工事完了届  

年  月  日  

神戸市長  宛  

届出者（特定建築主）   

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）                                                

                                      

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）                     

                                          

                電話番号   （    ）    －         

 
特定建築物の工事が完了したので、神戸市建築物等における環境配慮の推進に関

する条例第 12 条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。この特定建築物工事

完了届及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。  

代理者  

氏   名  

住   所  

電話番号  

担当者氏名                

特定建築物の  
所在地   

特定建築物の  
名称   

建築物総合環境
計画書の届出日
及び番号 

年   月   日     第    号  

工事完了日  年   月   日  

確認事項  
□  既に届け出たとおりの工事が完了したことを確認した。  
□  評価結果の変更を生じる変更事項が無いことを確認した。  
□  （                        ）  

受

付

処

理

欄 

 
行

政

特

記

欄 

 

 

 

 

 

様式第３号（第 11 条関係）  
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すまいの環境性能表示（変更）届  

年  月  日  

神戸市長  宛  

届出者（特定建築主）    

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）                                                

                                      

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）                     

                                         

                電話番号   （    ）    －         
   

神戸 市建 築 物等 にお ける 環境 配 慮の 推進 に関 する 条 例          の 規定

により、すまいの環境性能表示を        ことを届け出ます。  

 

代理者  

氏   名  

住   所  

電話番号  

担当者氏名                

特定集合住宅の所在地   

特定集合住宅の名称   

建 築 物 総 合 環 境 計 画 書 の

届出日及び番号     年   月   日      第    号  

広告の日  年   月   日  

広告又はその写し   別途添付  

特定集合住宅の工事の現  
場での表示  □表示済み     □  年  月  日表示予定  

販売受託者  
（ 該 当 す る 場 合 の み 記 入 ）  

氏   名  

住   所  

電話番号  

担当者氏名                

備考   

受
付
処
理

欄 

 行

政

特

記

欄 

 

 

様式第４号（第 14 条及び第 16 条関係）  

 

第 16 条第１項  

第 17 条第２項  

 

 

表示した  

変更した  
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建築物等緑化計画（変更）届

年 月 日

神戸市長 宛

届出者

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

  電話番号   （   ）  －

神戸 市建 築物 等 にお ける 環境 配慮 の 推進 に関 する 条例 第 23 条第 ２項 又は 第 ３項

の規定により、   を届け出ます。

代理者

氏   名

住   所

電話番号

担当者氏名

建築物等の名称

建築物等の所在地

建築物等の用途

（□住宅等 □住宅等以外 □特定工場等）

工事種別 □新築  □増築  □改築
法定建蔽率

(変 更 届 で は 記 入 不 要 )
％

建築工事着手予定日  

(変更届では記入不要 ) 
年 月   日

緑化完了予定日 年 月   日

以 下 、 変 更 届 の 場 合 の み 記 入 し て く だ さ い 。

建 築 物 等 緑 化 計 画 (変 更 )

届の届出日及び番号  
年   月   日  第   号

変更の概要

受
付
処
理

欄

行

政

特

記

欄

様式第５号（第 19 条及び第 20 条関係）

（第 1 面）

建築物等の緑化に関する計画  

建築物等の緑化に関する計画の変更
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（第２面）

建築物の (変更 )緑化計画

建築面積 (Ａ ) ㎡

区  分 緑地の算定面積

屋上、ベランダ等 ㎡

壁 面 ㎡

小   計 (Ｂ ) ㎡

太陽電池 (Ｃ ) ㎡
緑地の面積に相当する面積

(Ｄ )=(Ｃ )×1／ 2 
㎡

露天のプール等 (Ｃ ’ ) ㎡
必要緑地面積算定上の建築面積 

(Ａ ’ )=(Ａ )-(Ｃ ’ ) ㎡

敷地緑化との振替  

増 (＋ )減 (－ )(Ｅ ) 
㎡

緑地の面積の合計 

(Ｆ )=(Ｂ )＋ (Ｄ )±(Ｅ ) 
㎡

緑地率 (Ｆ )／ (Ａ )×100 
※露天のプール等がある場合、 (Ａ’)を(Ａ)に代入可能

％

植栽内訳 数量 算定面積 主な樹種等 備考

低木、地被植物等
㎡ ㎡

低木、地被植物、

1 0 0 ℓ 以 上 の 

プ ラ ン タ ー 等

中木

( 2 . 5 ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 3 . 8 ㎡ 

高木１

( 4 . 0 ｍ ＞ Ｈ ≧ 2 . 5 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 8 ㎡ 

高木２

( 5 . 5 ｍ ＞ Ｈ ≧ 4 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 1 3 . 8 ㎡ 

高木３

( 7 . 0 ｍ ＞ Ｈ ≧ 5 . 5 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 2 1 . 2 ㎡ 

高木４

( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 3 0 . 1 ㎡ 

壁面※基盤造成型のみ  

(道路等から2m以内に面するもの。)  
㎡ ㎡

数 量 ×2.0 

壁面※基盤造成型のみ  

(道路等から6m以内に面するもの。)  
㎡ ㎡ 数 量 ×1.5 

壁面

(上記以外のもの。)
㎡ ㎡

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 
ｍ ㎡

長 さ ×（ 奥 行 き  

0.5ｍ+高さ1.2ｍ) 

プランター (40ℓ以 上 ) 
個 ㎡

道 路 等 に 面 す る

も の に 限 る 。  

合計 (Ｂ ) ㎡
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（第３面）

建築物の敷地の (変更 )緑化計画

敷 地
面 積

（㎡）  

(Ａ ) 

空 地
面 積

（㎡）  

(Ｂ ) 

除 外
面 積

（㎡）  
※ 1
(Ｃ )

植 栽
面 積

（㎡）

(Ｄ) 

太 陽 電 池  
設 置 面 積  
（㎡）

(Ｅ) 

建 築 物 緑化 の  
面 積 と の振 替  
増 (＋ )減 (－ ) 

（㎡） 
（Ｆ） 

緑地の面積
の合 計

（㎡）

(Ｇ)＝ ( Ｄ ) ＋
( ( Ｅ ) ／

2 ) ± ( Ｆ ）

緑 地 率

(Ｇ)/((Ｂ)－(Ｃ)）×100  

※２
％

(  ) (  ) (  ) (  ) ％

※３

合計 ％

運動場
以外

(  ) 
％

(  ) (  ) (  ) (  ) ％

運動場 ％

（ ）部分は、計画開発区域における加算可能な緑地面積を記入すること。

植栽内訳 数量 算定面積 主な樹種等 備考

低木、地被植物等 ㎡ ㎡
低木、地被植物、 
1 0 0 ℓ 以 上 の 
プ ラ ン タ ー 等 

道
路
等
か
ら
２
ｍ
以
内
に
面
す
る

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本数×3.8㎡×2.0 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8㎡ × 2 . 0 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本数×13.8㎡×2.0

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本数×21.2㎡×2.0

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本数×30.1㎡×2.0

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き 0.5ｍ 
+高さ1.2ｍ) ×2.0

道
路
等
か
ら
６
ｍ
以
内
に
面
す
る

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本数×3.8㎡×1.5 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8㎡ × 1 . 5 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本数×13.8㎡×1.5

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本数×21.2㎡×1.5

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本数×30.1㎡×1.5 

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き 0.5ｍ 
+高さ1.2ｍ) ×1.5

上

記

以

外

の

位

置

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 3 . 8 ㎡ 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8 ㎡ 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 1 3 . 8 ㎡ 

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 2 1 . 2 ㎡ 

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 3 0 . 1 ㎡ 

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き0.5ｍ 
+ 高 さ 1 . 2 ｍ )

グラスパーキング※ 4 ㎡ ㎡

フェンス緑化 ｍ ㎡ 長 さ×高さ 1.2ｍ 

プランター (40ℓ以 上 ) 個 ㎡
道路等に面するもの 

に 限 る 。  

合 計 (Ｄ) ㎡
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備 考  

１  この様式及び様式第６号において、「計画開発区域」とは、次に掲げる区

域のうち、緑地として整備する計画がある部分の面積が当該区域の合計面

積に対する割合として 10パーセント以上であり、計画的に、かつ、将来に

わたって確保されるものと認められるものをいう。  

(1) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

（昭和 39年法律第 145号）第２条第４項に規定する工業団地造成事業の施

行区域  

(2) 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和 41年法律第 110号）第２条第

４項に規定する事業地  

(3) 新住宅市街地開発法（昭和 38年法律第 134号）第２条第４項に規定する

事業地  

(4) 土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号）第２条第４項に規定する施行

地区  

(5) 公有水面埋立法（大正 10年法律第 57号）第２条第１項の免許に係る埋

立に関する工事の施行区域  

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める

区域  

２  この様式及び様式第６号において、「グラスパーキング」とは、芝生その

他の地被植物でその表面を覆う工法により緑化する駐車区画をいう。  

  

※ １  コ ン テ ナ 等 を 取 り 扱 う 部 分 、 大 型 重 量 車 両 （ 自 重 又 は 総 積 載 荷 重 が 20ト ン 以 上 の 車 両を
い う 。） 通 行 部 分 等 の 面 積 を い い ま す 。 な お 、 敷 地 に 設 置 す る 露 天 の プ ー ル 等 も 含 み ま す 。 

※ ２  学 校 、 社 会 福 祉 施 設 及 び 教 育 施 設 （ 施 設 の 形 状 が 学 校 に 類 す る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。）
以 外 の 場 合 に 使 用 し て く だ さ い 。  

※ ３  学 校 、 社 会 福 祉 施 設 及 び 教 育 施 設 の 場 合 に 使 用 し て く だ さ い 。  
※ ４  「 グ ラ ス パ ー キ ン グ 」 の 数 量 欄 に は 、 駐 車 区 画 で あ る 部 分 の み の 計 画 に つ い て 記 入 して

く だ さ い 。  

 
計画開発区域における緑化の場合  

計画開発区域名   

計画開発区域面積  ｈａ  

全体緑地面積  ｈａ  

全体建築物敷地面積  ｈａ  

当該敷地に加算可能な緑地面積  ｈａ  
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様式第６号（第 21 条関係）  

（第 1 面）  

 

建築物等緑化計画完了届  

年  月  日  

神戸市長  宛  

届出者            

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）                                                

                                      

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）                     

                                          

                電話番号   （    ）    －         

 

建築物等 の緑化が 完 了したの で、神戸 市 建築物等 における 環 境配慮の 推進に関 す

る条例第 24 条の規定により、次のとおり届け出ます。この建築物等緑化計画完了届

及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。  

代理者  

氏   名  

住   所             

電話番号  

担当者氏名                

建築物等の名称   

建築物等の所在地   

建築物等の用途  
 

（□住宅等   □住宅等以外   □特定工場等）  

工事種別  □新築   □増築   □改築  

建築物等緑化計画 (変更 )

届の届出日及び番号  
  年   月   日     第    号  

緑化完了日  年   月   日  

備考   

受

付

処

理

欄 

 行

政

特

記

欄 
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（第２面）

建築物の緑化状況

建築面積 (Ａ ) ㎡

区  分 緑地の算定面積

屋上、ベランダ等 ㎡

壁 面 ㎡

小   計 (Ｂ ) ㎡

太陽電池 (Ｃ ) ㎡
緑地の面積に相当する面積

(Ｄ )=(Ｃ )×1／ 2 
㎡

露天のプール等 (Ｃ ’ ) ㎡
必要緑地面積算定上の建築面積 

(Ａ ’ )=(Ａ )-(Ｃ ’ ) ㎡

敷地緑化との振替  

増 (＋ )減 (－ )(Ｅ ) 
㎡

緑地の面積の合計 

(Ｆ )=(Ｂ )＋ (Ｄ )±(Ｅ ) 
㎡

緑地率 (Ｆ )／ (Ａ )×100 
※露天のプール等がある場合、 (Ａ’)を(Ａ)に代入可能

％

植栽内訳 数量 算定面積 主な樹種等 備考

低木、地被植物等
㎡ ㎡

低木、地被植物、

1 0 0 ℓ 以 上 の 

プ ラ ン タ ー 等  

中木

( 2 . 5 ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 3 . 8 ㎡ 

高木１

( 4 . 0 ｍ ＞ Ｈ ≧ 2 . 5 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 8 ㎡ 

高木２

( 5 . 5 ｍ ＞ Ｈ ≧ 4 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 1 3 . 8 ㎡ 

高木３

( 7 . 0 ｍ ＞ Ｈ ≧ 5 . 5 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 2 1 . 2 ㎡ 

高木４

( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ )
本 ㎡ 本 数 × 3 0 . 1 ㎡ 

壁面※基盤造成型のみ  

(道路等から2m以内に面するもの。)  
㎡ ㎡

数 量 ×2.0 

壁面※基盤造成型のみ  

(道路等から6m以内に面するもの。)  
㎡ ㎡ 数 量 ×1.5 

壁面

(上記以外のもの。)
㎡ ㎡

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 
ｍ ㎡

長 さ ×（ 奥 行 き  

0.5ｍ+高さ1.2ｍ) 

プランター (40ℓ以 上 ) 
個 ㎡

道 路 等 に 面 す る

も の に 限 る 。  

合計 (Ｂ ) ㎡
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（第３面）

建築物の敷地の緑化状況

敷 地
面 積

（㎡）  

(Ａ ) 

空 地
面 積

（㎡）  

(Ｂ ) 

除 外
面 積

（㎡）  
※ 1
(Ｃ )

植 栽
面 積

（㎡）

(Ｄ) 

太 陽 電 池
設 置 面 積
（ ㎡ ）

(Ｅ) 

建 築 物 緑 化 の  
面 積 と の 振 替  
増 (＋ )減 (－ ) 

（㎡） 
（Ｆ） 

緑地の面積
の合 計

（㎡）

(Ｇ)
＝(Ｄ)＋ ((Ｅ)／2)±(Ｆ）  

緑 地 率

(Ｇ)/((Ｂ)－(Ｃ)）×100  

※２
％

(  ) (  ) (  ) (  ) ％

※３

合計 ％

運動場
以外

(  ) 
％

(  ) (  ) (  ) (  ) ％

運動場 ％

（ ）部分は、計画開発区域における加算可能な緑地面積を記入すること。

植栽内訳 数量 算定面積 主な樹種等 備考

低木、地被植物等 ㎡ ㎡
低木、地被植物、 

1 0 0 ℓ 以 上 の 
プ ラ ン タ ー 等 

道
路
等
か
ら
２
ｍ
以
内
に
面
す
る

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本数×3.8㎡×2.0 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8㎡ × 2 . 0 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本数×13.8㎡×2.0 

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本数×21.2㎡×2.0 

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本数×30.1㎡×2.0 

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き0.5ｍ 
+高さ1.2ｍ) ×2.0

道
路
等
か
ら
６
ｍ
以
内
に
面
す
る

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本数×3.8㎡×1.5 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8㎡ × 1 . 5 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本数×13.8㎡×1.5 

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本数×21.2㎡×1.5 

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本数×30.1㎡×1.5 

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き0.5ｍ 
+高さ1.2ｍ) ×1.5

上

記

以

外

の

位

置

中木 ( 2 . 5ｍ ＞ Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 3 . 8 ㎡ 

高木１ ( 4.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 2.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 8 ㎡ 

高木２ ( 5.5ｍ ＞ Ｈ ≧ 4.0ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 1 3 . 8 ㎡ 

高木３ ( 7.0ｍ ＞ Ｈ ≧ 5.5ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 2 1 . 2 ㎡ 

高木４ ( Ｈ ≧ 7 . 0 ｍ ) 本 ㎡ 本 数 × 3 0 . 1 ㎡ 

生垣 (Ｈ ≧ 1 . 0ｍ ) ｍ ㎡
長さ×(奥行き0.5ｍ 
+ 高 さ 1 . 2 ｍ )

グラスパーキング※ 4 ㎡ ㎡

フェンス緑化 ｍ ㎡ 長 さ×高さ 1.2ｍ 

プランター (40ℓ以 上 ) 個 ㎡
道路等に面するもの 
に 限 る 。  

合   計 (Ｄ) ㎡
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※ １  コ ン テ ナ 等 を 取 り 扱 う 部 分 、大 型 重 量 車 両（ 自 重 又 は 総 積 載 荷 重 が 20ト ン 以 上 の 車 両 を
い う 。）通 行 部 分 等 の 面 積 を い い ま す 。な お 、敷 地 に 設 置 す る 露 天 の プ ー ル 等 も 含 み ま す 。 

※ ２  学 校 、 社 会 福 祉 施 設 及 び 教 育 施 設 （ 施 設 の 形 状 が 学 校 に 類 す る も の に 限 る 。 以 下 同
じ 。） 以 外 の 場 合 に 使 用 し て く だ さ い 。  

※ ３  学 校 、 社 会 福 祉 施 設 及 び 教 育 施 設 の 場 合 に 使 用 し て く だ さ い 。  
※ ４  「 グ ラ ス パ ー キ ン グ 」の 数 量 欄 に は 、駐 車 区 画 で あ る 部 分 の み の 計 画 に つ い て 記 入 し て

く だ さ い 。  

 
計画開発区域における緑化の場合  

計画開発区域名   

計画開発区域面積  ｈａ  

全体緑地面積  ｈａ  

全体建築物敷地面積  ｈａ  

当該敷地に加算可能な緑地面積  ｈａ  
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（私道の変更又は廃止の手続に関する条例施行規則の一部改正）

第２条 神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する条例施行規則（平成 13 年６月

規則第 20 号）の一部を次のように改正する。

様式中

「神戸市長  様」   を

「神戸市長  宛」   に、

「 氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）  を

㊞ 」

「 氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）  に改める。

 」  

（北野町山 本 通伝 統 的 建 造 物 群保存地区における建築基準法の制限の緩和に

関する条例施行規則の一部改正）  

第３条  神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限

の緩和に関する条例施行規則（平成 30 年３月規則第 28 号）の一部を次のよう

に改正する。  

様式第１号中

「  申請者 住所

氏名               ㊞  を

(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 ) 」

「 申請者  住所

氏名  に改める。 

(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 ) 」

様式第２号中  

「 申請者  住所

氏名               ㊞   を

(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 ) 」

「 申請者  住所

氏名   に改める。 

(法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 ) 」

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号
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附  則  

（施行期日）

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条の

規定は、公布の日から施行する。  

（規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正）  

２  神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３年３月規則

第 53 号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

規則名 条項又は様

式番号  

［略］ ［略］

港湾法第 37 条第１項の

規定による許可並びに同

条第４項の規定による占

用料及び土砂採取料に関

する条例施行規則（平成

12 年３月規則第 142

号）  

［略］

規則名 条項又は様

式番号  

［略］ ［略］

港湾法第 37 条第１項の

規定による許可並びに同

条第４項の規定による占

用料及び土砂採取料に関

する条例施行規則（平成

12 年３月規則第 142

号）  

［略］

神 戸 市 私 道 の 変 更 又 は様式
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［略］  ［略］  

精神保健及び精神障害者

福 祉 に 関 す る 法 律 第 3 8

条の２第３項の規定に基

づく報告に関する条例施

行規則 (平成 20 年３月規

則第 57 号 ) 

［略］  

神戸市療育センター条例

施行規則（平成 27 年３月

規則第 62 号）  

［略］  

 

廃 止 の 手 続 に 関 す る 条

例施行規則（平成 13 年６

月規則第 20 号）  

［略］  ［略］  

精神保健及び精神障害者

福 祉 に 関 す る 法 律 第 3 8

条の２第３項の規定に基

づく報告に関する条例施

行規則 (平成 20 年３月規

則第 57 号 ) 

［略］  

神 戸 市 建 築 物 等 に お け

る 環 境 配 慮 の 推 進 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 (平 成

24 年６月規則第 13 号 ) 

様式第１号  

様式第２号  

様式第３号  

様式第４号  

様式第５号  

様式第６号  

神戸市療育センター条例

施行規則（平成 27 年３月

規則第 62 号）  

［略］  

神 戸 市 北 野 町 山 本 通 伝

統 的 建 造 物 群 保 存 地 区

に お け る 建 築 基 準 法 の

制 限 の 緩 和 に 関 す る 条

例施行規則（平成 30 年３

月規則第 28 号）  

様式第１号  

様式第２号  
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 神戸市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年３月18日

神戸市長 久  元   喜   造

神戸市規則第38号

神戸市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市中央卸売市場業務条例施行規則（令和２年５月規則第14号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 目次

第１章～第４章 ［略］  第１章～第４章 ［略］  

第５章 雑則（第52条―第61条） 第５章 雑則（第52条―第62条）

附則 附則  

（卸売業者の純資産基準額）  （卸売業者の純資産基準額）  

第６条 条例第 10条第１項に規定する

規則で定める純資産基準額は、別表

第１の表の左欄に掲げる取扱品目の

部類ごとに、同表の中欄に掲げる当

該事業年度の開始日前１年間の卸売

の金額（条例第９条第１項の許可を

第６条 条例第10条第１項に規定する

規則で定める純資産基準額は、別表

第１の表の左欄に掲げる取扱品目の

部類ごとに、同表の中欄に掲げる当

該事業年度の開始日前１年間の卸売

の金額（条例第９条１項の許可を受
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受けて１年を経過しない者について

は、前条第３号に規定する事業計画

書に記載した最初の事業年度の開始

日以後１年間の卸売の予定金額）の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる額とする。 

け て １ 年 を 経 過 し な い 者 に つ い て

は、第５条第３号に規定する事業計

画書に記載した最初の事業年度の開

始日以後１年間の卸売の予定金額）

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる額とする。  

２  ［略］ ２ ［略］

（販売原票等の保存） （販売原票等の保存） 

第 38条  第 29条に規定する売渡票及び

販売原票並びに前条に規定する売買

仕切書は、紙又電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるも

のをいう。）で５年間保存しなければ

ならない。 

第 38条  第 29条に規定する売渡票及び

販売原票並びに第 37条に規定する売

買仕切書は、紙又電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）で５年間保存しなけれ

ばならない。 

（使用人の届出） 

第 56条  卸売業者、仲卸業者及び関連

事業者は、その業務に関して使用人

を雇用したときは、その氏名、住所そ

の他市長が必要と認める事項を市長

に届け出なければならない。解雇し

たときも、同様とする。

第56条～第61条 ［略］ 第57条～第62条  ［略］  

様式第８号中「（第57条関係）」を「（第56条関係）」に改める。

附 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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神戸市告示第573号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定に基づき、特定有害物質に

よって汚染されている区域を、次のとおり形質変更時要届出区域に指定する。 

令和７年３月６日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定する区域 

須磨区友が丘７丁目10番２の一部 

（別図のとおり） 

２ 特定有害物質の名称 

砒素及びその化合物 

別図 

〈起点〉 

 起点は神戸市須磨区友が丘 7 丁目 10

番 2 の最北端の地点とする。 

〈格子の回転角度〉  

6°53′25″ 

 起点を通り、東西方向及び南北方向に

引いた線並びにこれらと並行して 10ｍ

間隔で引いた線により形成される格子

を、起点を支点として座標北から時計回

りに回転させた角度を示す。  

凡例 

起点 

敷地境界線 

対象範囲  

形質変更時要届出区域 
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神戸市告示第 574 号 

 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第６条第４項の規定に基づき、要措置区

域の一部の指定を、次のとおり解除する。 

令和７年３月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 一部の指定を解除する要措置区域 

東灘区住吉東町４丁目１番の一部（別図のとおり） 

２ 特定有害物質の名称 

テトラクロロエチレン

３ 当該区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去 

別図 

＜起点＞ 
起点は兵庫県神⼾市東灘区住
吉東町四丁目 1 番北東端にあ
るアルミ製の境界プレート

＜格子の回転角度＞ 
77°40′35″ 
起点を通り、東⻄⽅向及び南北
⽅向に引いた線並びにこれら
と並行して 10ｍ間隔で引いた
線により形成される格子を、起
点を支点として座標北から時
計回りに回転させた角度を示
す。 
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神戸市告示第581号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により次のとおり公金事務を委

託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市中央区海岸通４丁目４番５号 

新和警備保障株式会社 

 代表取締役 喜田 城太郎 

２ 委託内容 

港島クリーンセンターにおける一般廃棄物手数料徴収事務 

３ 指定年月日 

令和７年１月 27 日 

４ 委託年月日 

令和７年３月３日 
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神戸市告示第582号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により次のとおり公金事務を委

託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号 

神戸市生活環境事業協同組合 

 理事長 藤定 孝光 

２ 委託内容 

東クリーンセンターにおける一般廃棄物手数料徴収事務 

３ 指定年月日 

令和７年１月 27 日 

４ 委託年月日 

令和７年３月３日 
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神戸市告示第583号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により次のとおり公金事務を委

託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市中央区海岸通４丁目４番５号 

新和警備保障株式会社 

 代表取締役 喜田 城太郎 

２ 委託内容 

西クリーンセンターにおける一般廃棄物手数料徴収事務 

３ 指定年月日 

令和７年１月 27 日 

４ 委託年月日 

令和７年３月３日 
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神戸市告示第584号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により次のとおり公金事務を委

託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号 

神戸市生活環境事業協同組合 

 理事長 藤定 孝光 

２ 委託内容 

苅藻島クリーンセンターにおける一般廃棄物手数料徴収事務 

３ 指定年月日 

令和７年１月 27 日 

４ 委託年月日 

令和７年３月３日 
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神戸市告示第585号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により次のとおり公金事務を委

託するので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 指定公金事務取扱者 

神戸市中央区海岸通４丁目４番５号 

新和警備保障株式会社 

 代表取締役 喜田 城太郎 

２ 委託内容 

落合クリーンセンターにおける一般廃棄物手数料徴収事務 

３ 指定年月日 

令和７年１月 27 日 

４ 委託年月日 

令和７年３月３日 
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神戸市告示第586号 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第 57 条第１項の規定により，認定特

定非営利活動法人の認定が効力を失ったため，同条第２項の規定により，次のとおり告示

する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 名称 

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット 

２ 主たる事務所の所在地 

神戸市中央区下山手通５丁目７番 11 号 兵庫県母子会館２階 

３ 代表者の氏名 

鈴木 尉久 

４ 失効の理由 

  認定の有効期間（令和２年２月 25 日～令和７年２月 24 日）が経過したため（特定

非営利活動促進法第 57 条第１項第１号） 

５ 失効年月日 

令和７年２月 25 日 
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神戸市告示第587号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の

規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり

告示する。 

令和７年３月１８日 

神戸市長  久 元 喜 造  

１．自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

別表のとおり 

２．保管期間 

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３．返還事務を行う時間 

 魚崎浜保管所及び稗原保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで 

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで 

（日曜日、祝日及び 12 月 28 日から１月４日を除く） 

４．返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５．その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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　　別表

自転車等の保管
及び返還の場所

自転車等が置かれ、又
は放置されていた場所

撤去し、及び
保管した年月日

問い合わせ先

魚崎浜保管所 ＪＲ住吉駅周辺 自転車 5 台 令和7年2月6日 東灘区御影塚町2丁目27番20号

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台 建設局東部建設事務所

甲南山手駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

深江駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

青木駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 岩屋駅周辺 自転車 1 台 令和7年2月7日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

灘駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摩耶駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

新在家駅周辺 自転車 4 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲道駅周辺 自転車 27 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 2 台

六甲駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 深江駅周辺 自転車 1 台 令和7年2月12日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 1 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

岡本駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 六甲道駅周辺 自転車 31 台 令和7年2月13日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪神御影駅周辺 自転車 9 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 深江駅周辺 自転車 3 台 令和7年2月18日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 岩屋駅周辺 自転車 2 台 令和7年2月19日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等長期放置 原動機付自転車 0 台

灘駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摩耶駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

王子公園駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

撤去し、及び保管した
自転車等の台数
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　　別表

新在家駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

六甲駅周辺 自転車 25 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 2 台

六甲駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

魚崎浜保管所 東灘区管内 自転車 16 台 令和7年2月25日

東灘区魚崎浜町1番5号 自転車等長期放置 原動機付自転車 1 台

ＪＲ住吉駅周辺 自転車 3 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

摂津本山駅周辺 自転車 2 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

稗原保管所 灘区管内 自転車 13 台 令和7年2月26日

灘区上河原通1丁目1番 自転車等長期放置 原動機付自転車 1 台

阪神御影駅周辺 自転車 9 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台

阪急御影駅周辺 自転車 1 台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 0 台
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神戸市告示第588 号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等を撤

去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

令和７年 3月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所。自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数。撤去し、及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

 この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

西神保管所及び学園都市保管所 

（ア） 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（イ） 土曜日 午後１時から午後５時まで。

（ウ） 条例による撤去を実施したときは、撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日間、

平日 午後３時から午後７時まで、土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなけれ

ばならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費

用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該

自転車等の所有権は、本市に帰属する。 

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号

33



別表

自転車等の保管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

問　い　合　わ　せ　先

 西神南駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 5 台 令和 7 年 2 月 20 日

 西神南駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 7 年 2 月 20 日

自転車 2 台 令和 7 年 2 月 26 日

原付 1 台 令和 7 年 2 月 20 日

 学園都市駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 7 年 2 月 13 日

 伊川谷駅周辺自転車等
 放置禁止区域内

自転車 1 台 令和 7 年 2 月 13 日

 伊川谷駅前自転車駐車場内
 長期放置

自転車 1 台 令和 7 年 2 月 13 日

撤去し、及び保管し
た自転車等の台数

撤去し、及び保管した
年月日

 西区高塚台６丁目
 西神保管所
 電話　９９２－３７６３

西区玉津町今津字宮の西
３３３番地の１

建設局西建設事務所
電話　９１２－３７５０

 西区学園西町３丁目２番地
 学園都市保管所
 電話　７９５－４６１８

 西建設事務所管内自転車等
 放置禁止区域外長期放置
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神戸市告示第589号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和７年３月19日からその供用を開始する。 

その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和７年４月１日まで一般の縦覧

に供する。 

令和７年３月18日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 塩屋丸山線 神戸市垂水区塩屋町字大谷

645番１地先から 

神戸市垂水区塩屋町字大谷

645番１地先まで 

新 10.20 最大  7.30 

最小  7.20 

旧 10.20 最大  7.20 

最小  6.30 
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神戸市告示第590号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和７年３月19日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和７年４月１日まで一般の縦覧

に供する。 

令和７年３月18日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 灘 方 面 第

478号線 

神戸市灘区神前町２丁目

382番１地先から 

神戸市灘区神前町２丁目

381番２地先まで 

新 15.80 最大 3.40

最小 2.80 

旧 15.80 最大 2.20

最小 1.60 
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神戸市告示第595号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 46 条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため、同法第 51 条第２号

の規定により告示する。 

令和７年３月 18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2810100343 エム・ワー

クス

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町３丁

目９-８ 

社会福祉法

人木の芽福

祉会 

兵庫県神戸

市東灘区御

影本町３-

９-８

令和７年１

月 31 日 

就労移行支

援（一般型） 

2815102120 テックエキ

スパート三

宮オフィス 

兵庫県神戸

市中央区御

幸通４丁目

２-15 三

宮米本ビル

１階 

株式会社テ

ックエキス

パート 

大阪府高槻

市上田辺町

１番 30 号

上田辺ビル

５階 

令和７年１

月 31 日 

就労継続支

援（Ｂ型） 
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神戸市告示第596号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 51 条の 14 第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので、同法第 51 条

の 30 第１項第１号の規定により告示する。 

令和７年３月 18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2830500126 神戸障害

者・児相談

支援サービ

ススマイル

兵庫県神戸

市兵庫区湊

町２丁目４

-15 古田

ビル２階 

特定非営利

活動法人ス

マイル工場

兵庫県神戸

市中央区港

島九丁目

11 番地１ 

令和７年２

月１日 

地域移行支

援 

2830500126 神戸障害

者・児相談

支援サービ

ススマイル

兵庫県神戸

市兵庫区湊

町２丁目４

-15 古田

ビル２階 

特定非営利

活動法人ス

マイル工場

兵庫県神戸

市中央区港

島九丁目

11 番地１ 

令和７年２

月１日 

地域定着支

援 
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神戸市告示第597号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 51 条の 17 第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので、同法第

51 条の 30 第２項第１号の規定により告示する。 

令和７年３月 18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2830500126 神戸障害

者・児相談

支援サービ

ススマイル

兵庫県神戸

市兵庫区湊

町２丁目４

-15 古田

ビル２階 

特定非営利

活動法人ス

マイル工場

兵庫県神戸

市中央区港

島九丁目

11 番地１ 

令和７年２

月１日 

計画相談支

援 

2835200235 相談支援事

業所 みな

も 

兵庫県神戸

市西区南別

府１丁目１

-１-201

合同会社光

彩 

兵庫県神戸

市西区北別

府二丁目

15-２

令和７年２

月１日 

計画相談支

援 
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神戸市告示第598号 

次の事業者について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の３第１項の指定障害

児通所支援事業者の指定をしたので、同法第 21 条の５の 25 第１号の規定により告示する。 

令和７年３月 18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2850100492 放課後等デ

イサービス

プロラボ東

灘校 

兵庫県神戸

市東灘区御

影１丁目

14-４-101

号 

株式会社プ

ロラボ

兵庫県神戸

市西区南別

府一丁目１

-10-２Ｆ

令和７年２

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850700218 ☆（すたぁ

と） 

兵庫県神戸

市須磨区稲

葉町一丁目

１-７岡野

マンション

１Ｆ 

合同会社Ｃ

ｕｅ Ｕ 

兵庫県神戸

市須磨区稲

葉町一丁目

１-７岡野

マンション

１Ｆ 

令和７年２

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850800364 アース 兵庫県神戸

市垂水区下

畑町字木之

下 888 番地

の１ グリ

ーンパレス

塩屋１Ｆ南

号室 

ＮＰＯ法人

オープンエ

ア 

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町 498 番

地 53 号 

令和７年２

月１日 

放課後等デ

イサービス

2855200446 放課後等デ

イサービス

ヤシの実

兵庫県神戸

市西区持子

３丁目 47

番地 

特定非営利

活動法人ゲ

ニー

兵庫県明石

市北王子町

２番８-１

号 

令和７年２

月１日 

放課後等デ

イサービス
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神戸市告示第599号 

次の事業者について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条の 26 第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので、同法第 24 条の 37 第１号の規定により告示する。 

令和７年３月 18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2870500085 神戸障害

者・児相談

支援サービ

ススマイル

兵庫県神戸

市兵庫区湊

町２丁目４

-15 古田

ビル２階 

特定非営利

活動法人ス

マイル工場

兵庫県神戸

市中央区港

島九丁目

11 番地１ 

令和７年２

月１日 

障害児相談

支援 

2875200202 相談支援事

業所 みな

も 

兵庫県神戸

市西区南別

府１丁目１

-１-201

合同会社光

彩 

兵庫県神戸

市西区北別

府二丁目

15-２

令和７年２

月１日 

障害児相談

支援 
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神戸市告示第600号 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号。以下「法」という。）第 15 条１項に

規定する医師に指定した者，身体障害者福祉法施行令（昭和 25 年政令第 78 号。以下

「令」という。）第３条第２項の規定により指定を辞退した医師は次のとおりである

ので，神戸市身体障害者福祉法施行細則第３条の規定により，勤務地の変更を届け出

た者も含めて告示する。 

  令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 法第 15 条第１項に規定する医師に指定した者 

指定年月日 氏名 専門科目 医療機関の名称 医療機関の所在地 

令和６年 12 月１日 伊藤 絢 神経内科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 橋本 裕依子 耳鼻咽喉科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 水本 真理愛 耳鼻咽喉科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 吉岡 剛 形成外科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 倉科 徹郎 整形外科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 阿部 晶平 消化器内科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 木下 雅登 消化器内科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 12 月１日 中島 紀綱 整形外科 
なかじま整形外科 

手のクリニック 

東灘区田中町１丁目

10 番 18 号 

令和６年 12 月１日 山室 淳 循環器内科 

西宮渡辺心臓脳・

血管センター東灘

クリニック

東灘区深江北町２丁

目７番５号コンフォ

ート芦屋西１階 

令和６年 12 月１日 森田 直子 耳鼻咽喉科 

もりた耳鼻咽喉

科・いびきクリニ

ック 

東灘区御影本町４丁

目 10 番１号 ＶＩ

ＥＲＲＡ御影３階 

令和６年 12 月１日 岡田 浩樹 内科 六甲病院 灘区土山町５番１号 
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令和６年 12 月１日 杉原 康介 内科 六甲病院 灘区土山町５番１号 

令和６年 12 月１日 西垣 圭祐 内科 六甲病院 灘区土山町５番１号 

令和６年 12 月１日 田中 順平 耳鼻咽喉科 
たなか耳鼻いんこ

う科 

灘区灘北通５丁目９

番１号 ＪＲ摩耶駅

ＮＫビル１階 

令和６年 12 月１日 池内 英祐 眼科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 松尾 和哉 脳神経外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 掛川 莉花 形成外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 長谷川 泰子 形成外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 神田 裕太郎 整形外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 老川 静香 小児科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 川村 葵 小児科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 梶原 啓資 小児外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 仲 郁子 リウマチ科
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 木内 邦彦 循環器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 千田 有紗 循環器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 松浦 智弘 循環器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 石上 高大 
心臓血管外

科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 田渕 桃子 腎臓内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 鈴木 光太郎 泌尿器科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 髙原 夕 呼吸器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 
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令和６年 12 月１日 多田 俊史 消化器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 青木 丈明 消化器外科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 12 月１日 小松 友紀 形成外科 神戸赤十字病院 
中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年 12 月１日 原口 知則 
心臓血管外

科 
神戸赤十字病院 

中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年 12 月１日 北村 嘉隆 呼吸器外科 神戸赤十字病院 
中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年 12 月１日 山本 貴央 消化器内科 神戸赤十字病院 
中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年 12 月１日 山下 良 整形外科 
兵庫県災害医療セ

ンター

中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年 12 月１日 三木 竜介 内科 春日野会病院 
中央区野崎通４丁目

１番２号 

令和６年 12 月１日 江副 賢生 整形外科 春日野会病院 
中央区野崎通４丁目

１番２号 

令和６年 12 月１日 武田 幸大 形成外科 川崎病院 
兵庫区東山町３丁目

３番１号 

令和６年 12 月１日 吉龍 正雄 
心臓血管外

科 
川崎病院 

兵庫区東山町３丁目

３番１号 

令和６年 12 月１日 松岡 大貴 眼科 神戸百年記念病院 
兵庫区御崎町１丁目

９番１号 

令和６年 12 月１日 戸田 誠 整形外科 神戸大山病院 
兵庫区水木通１０丁

目１番 12号 

令和６年 12 月１日 鈴木 史郎 内科 神戸協同病院 
長田区久保町２丁目

４番７号 

令和６年 12 月１日 緒方 裕基 神経内科 神戸朝日病院 
長田区房王寺町３丁

目５番 25号 

令和６年 12 月１日 寺本 洋一 
リハビリテ

ーション科 

適寿リハビリテー

ション病院

長田区花山町２丁目

11 番 32 号 

令和６年 12 月１日 山田 嗣 整形外科 北須磨病院 
須磨区東白川台１丁

目１番地１ 

令和６年 12 月１日 武内 享介 
産婦人科

（婦人科） 
神戸医療センター 

須磨区西落合３丁目

１番１号 

令和６年 12 月１日 玉田 直己 内科 新須磨病院 
須磨区衣掛町３丁目

１番 14 号 

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号

51



令和６年 12 月１日 丸口 彩 形成外科 新須磨病院 
須磨区衣掛町３丁目

１番 14 号 

令和６年 12 月１日 十倉 健男 整形外科 新須磨病院 
須磨区衣掛町３丁目

１番 14 号 

令和６年 12 月１日 藤田 昌秀 整形外科 新須磨病院 
須磨区衣掛町３丁目

１番 14 号 

令和６年 12 月１日 川上 栞里 循環器内科 高橋病院 
須磨区大池町５丁目

18 番１号 

令和６年 12 月１日 田淵 正樹 外科 
凌駕クリニック樋

上本院 

須磨区東町２丁目２

－13 

令和６年 12 月１日 山崎 玲子 循環器内科 神戸掖済会病院 
垂水区学が丘１丁目

21 番１号 

令和６年 12 月１日 小川 啓子 
人工透析内

科 
神戸掖済会病院 

垂水区学が丘１丁目

21 番１号 

令和６年 12 月１日 山﨑 康臣 消化器内科 神戸徳洲会病院 
垂水区上高丸１丁目

３番 10 号 

令和６年 12 月１日 江頭 徳仁 内科 
おひさまクリニッ

ク 

垂水区旭が丘１丁目

９番 60 号 １Ｆ 

令和６年 12 月１日 大漉 玄徳 内科 
おひさまクリニッ

ク 

垂水区旭が丘１丁目

９番 60 号 １Ｆ 

令和６年 12 月１日 高野 稔明 内科 
おひさまクリニッ

ク 

垂水区旭が丘１丁目

９番 60 号 １Ｆ 

令和６年 12 月１日 田原 早紀 内科 
神戸垂水メディカ

ルクリニック

垂水区陸ノ町１番地

２号 サン＆サンビ

ル２階

令和６年 12 月１日 奥宮 太郎 神経内科 
神戸市立西神戸医

療センター 

西区糀台５丁目７番

地１ 

２ 令第３条第２項の規定により指定を辞退した医師 

辞退年月日 氏名 診療科目 医療機関の名称 医療機関の所在地 

令和５年３月 31日 今井 聡士 泌尿器科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年３月 31日 老籾 宗忠 内科 甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 
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令和６年３月 31日 田中 彩香 消化器内科 甲南医療センター 
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年３月 31日 藤田 敏忠 消化器外科 甲南医療センター 
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年３月 31日 大歳 丈博 呼吸器内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年３月 31日 石川 隆之 血液内科 
神戸市立医療セン

ター中央市民病院 

中央区港島南町２丁

目１番地１ 

令和６年３月 31日 宮崎 茂雄 眼科 神戸赤十字病院 
中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号 

令和６年３月 31日 古林 啓介 内科 新須磨病院 
須磨区衣掛町３丁目

１番 14 号 

令和６年６月 30日 坂井 誠 内科 
六甲アイランド甲

南病院 

東灘区向洋町中２丁

目 11 番地 

令和６年６月 30日 金  英植 外科 
神戸低侵襲がん医

療センター 

中央区港島中町８丁

目５番１ 

令和６年７月１日 井上 数喜 耳鼻咽喉科 
神戸市立西神戸医

療センター 

西区糀台５丁目７番

地１ 

令和６年７月 31日 藤田  満 内科 藤田医院 
東灘区北青木３丁目

４番 20 号 

令和６年８月 31日 手島 直則 耳鼻咽喉科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年９月 18日 渡邊 有史 神経内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年９月 24日 板垣 実幸 神経内科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年９月 30日 安森 研 
心臓血管外

科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年９月 30日 田中 隆一郎 呼吸器内科 神戸赤十字病院 
中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号 

令和６年９月 30日 高田 史門 内科 神戸百年記念病院 
兵庫区御崎町１丁目

９番１号 

令和６年９月 30日 渡邉 琢也 整形外科 恒生かのこ病院 
北区鹿の子台北町８

丁目 11 番１号 

令和６年 10 月１日 杜 隆嗣 循環器科 
神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 
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令和６年 10 月 25 日 島田  由布 眼科 新長田眼科病院 
長田区腕塚町４丁目

１番 13 号 

令和６年 10 月 31 日 錦戸 利幸 循環器内科 神戸医療センター 
須磨区西落合３丁目

１番１号 

令和６年 10 月 31 日 服部 三太 内科 佐野病院 
垂水区清水が丘２丁

目５番１号 

３ 勤務地の変更を届け出た医師 

変更年月日 氏名 診療科目 

変更後の 

医療機関の名称 

変更後の 

医療機関の所在地 

変更前の 

医療機関の名称 

変更前の 

医療機関の所在地 

令和５年４月１日 宮下 勝 外科 

甲南介護老人保健

施設 

東灘区向洋町中３丁

目２番５号 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和５年 10 月 31 日 川﨑 健太郎 消化器外科 

六甲病院 灘区土山町５番１号 

神戸大山病院 
兵庫区水木通 10丁

目１番 12号 

令和６年３月 31日 佐古 辰夫 外科 

六甲病院 灘区土山町５番１号 

神戸大山病院 
兵庫区水木通 10丁

目１番 12号 

令和６年４月１日 坂根 達哉 消化器内科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年４月１日 佐々木 信之 眼科 

三菱神戸病院 
兵庫区和田宮通６丁

目１番 34号 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年４月１日 青田 千恵 小児科 
神戸市立西神戸医

療センター 

西区糀台５丁目７番

地１ 
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神戸市立医療セン

ター中央市民病院

中央区港島南町２丁

目１番地１ 

令和６年６月 30日 松岡 彰 内科 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

六甲アイランド甲

南病院 

東灘区向洋町中２丁

目１１番地 

令和６年７月１日 伏見 勝哉 耳鼻咽喉科 

神戸百年記念病院 
兵庫区御崎町１丁目

９番１号 

神戸掖済会病院 
垂水区学が丘１丁目

21 番１号 

令和６年８月１日 杉﨑 陽一郎 循環器内科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

神鋼記念病院 
中央区脇浜町１丁目

４番 47 号 

令和６年８月１日 岡田 桂輔 泌尿器科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

神戸市立医療セン

ター西市民病院

長田区一番町２丁目

４番地 

令和６年８月１日 八尾 昭久 泌尿器科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

神戸市立医療セン

ター西市民病院

長田区一番町２丁目

４番地 

令和６年８月１日 中山 晴輝 外科 

順心神戸病院 
垂水区小束台 868 番

37 

兵庫県災害医療セ

ンター

中央区脇浜海岸通１

丁目３番１号

令和６年８月 26日 大宮 英寿 内科 

神戸平成病院 
中央区上筒井通６丁

目２番 43号 

公文病院 
長田区梅ケ香町１丁

目 12 番７号 

令和６年９月１日 入谷 啓介 耳鼻咽喉科 

入谷耳鼻咽喉科 
垂水区星が丘３丁目

４－８－１ 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年９月１日 貞村 祐子 脳神経外科 吉田病院 
兵庫区大開通９丁目

２番６号 
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神戸平成病院 
中央区上筒井通６丁

目２番 43号 

令和６年 10 月１日 安積 佑樹 消化器外科 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 10 月１日 音羽 泰則 消化器外科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

甲南医療センター
東灘区鴨子ヶ原１丁

目５番 16号 

令和６年 10 月１日 山本 正嗣 呼吸器内科 

神戸市立西神戸医

療センター 

西区糀台５丁目７番

地１ 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

令和６年 11 月１日 赤澤 亜由 耳鼻咽喉科 

神戸大学医学部附

属病院 

中央区楠町７丁目５

番２号 

兵庫県立こども病

院 

港島南町１丁目６番

７ 

４ 医療機関の変更を届け出た医師 

変更年月日 氏名 診療科目 

変更後の 

医療機関の名称 

変更後の 

医療機関の所在地 

変更前の 

医療機関の名称 

変更前の 

医療機関の所在地 

令和６年９月１日 入谷 寛 耳鼻咽喉科 

入谷耳鼻咽喉科 
垂水区星が丘３丁目

４－８－１ 

入谷耳鼻咽喉科 
垂水区星陵台１丁目

４番８号 

５ 医療機関の開設を届け出た医師 

 変更年月日 氏名 診療科目 
変更後の 

医療機関の名称 

変更後の 

医療機関の所在地 
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変更前の 

医療機関の名称 

変更前の 

医療機関の所在地 

令和４年 10 月３日 石田 和寛 眼科 

いしだ眼科クリニ

ック 

東灘区御影中町１丁

目 16－20 ポラリス

御影２Ｆ 

神戸市立医療セン

ター西市民病院

長田区一番町２丁目

４番地 

令和６年 10 月１日 稲波 宏 内科 

いななみクリニッ

ク 
西区曙町 1096－３ 

みどり病院 
西区枝吉１丁目 16

番地 
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神戸市告示第601号 

 次の医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条および中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたので、生活保護法第 55 条の 3 の

規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 指定年月日 

栗林歯科 神戸市東灘区岡本７丁目６番９号 令和 7 年 2 月 1 日 

こころっこ訪問看護ス

テーション

神戸市垂水区千鳥が丘３丁目１６番９号 令和 6 年 12 月 1 日 

おおや内科 糖尿病・

心臓クリニック 

神戸市灘区桜口町４丁目２番１号 １０

１ 

令和 7 年 3 月 1 日 

心薬局 垂水店 神戸市垂水区宮本町１番２９号 令和 7 年 3 月 1 日 

精神科訪問看護ステー

ションピース

神戸市西区伊川谷町有瀬８５９番１ 令和 7 年 3 月 1 日 
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神戸市告示第602号 

 次の指定医療機関について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 および中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の規定により、当該指定医療機関の事

業を廃止したとして届出があったので、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

名称 所在地 廃止年月日 

つじ医院小児科アレル

ギー科 

神戸市西区桜が丘東町４丁目１６番５号 令和 7 年 3 月 31 日 

おかだファミリークリ

ニック

神戸市東灘区魚崎中町２丁目１番３２号 令和 6 年 12 月 31 日 

西田歯科医院 神戸市垂水区多聞台２丁目９番１８号 令和 7 年 1 月 31 日 

よしとも薬局 神戸市中央区中山手通４丁目３番１１号 令和 6 年 12 月 31 日 

タツキクローバー薬局 神戸市灘区徳井町５丁目１番１号 令和 6 年 12 月 31 日 
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神戸市告示第603号 

 次の施術者について、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法

第 49 条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項の指定をしたの

で、生活保護法第 55 条の 3 の規定により告示する。  

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１．はり・きゅう師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

反保 雄士（夢野

整体院） 

反保 雄士 神戸市兵庫区湊川町８丁目１７番

９号 

令和 7 年 2 月 1

日 

高岸 和正（ＨＰ

Ｈマッサージ） 

高岸 和正 神戸市垂水区向陽２丁目６番１８

号 

令和 7 年 2 月 1

日 

髙田 梨沙（ＨＰ

Ｈマッサージ） 

髙田 梨沙 神戸市垂水区向陽２丁目６番１８

号 

令和 7 年 2 月 1

日 

２．柔道整復師 

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日 

川本 翼（西元町

ひので接骨院） 

川本 翼 神戸市中央区元町通６丁目３番１

４号 

令和 7 年 2 月 17

日 

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号

60



神戸市告示第604号 

次の港湾施設について、令和７年４月１日から、その供用を開始する。 

令和７年３月 18 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

供用を開始する港湾施設 

荷さばき地 

名  称 位  置 規模 

新港東旧第６～７突堤間 神戸市中央区小野浜町 7,060.58 ㎡ 

新港東旧第７突堤以東 神戸市中央区小野浜町 7,570.52 ㎡ 

新港東旧第６～８突堤間 神戸市中央区小野浜町 12,238.04 ㎡ 

新港東旧第７突堤基部① 神戸市中央区小野浜町 58.58 ㎡ 

新港東旧第７突堤基部② 神戸市中央区小野浜町 752.15 ㎡ 

新港東旧第８突堤基部 神戸市中央区小野浜町 2,537.23 ㎡ 
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  駐車場 

名  称 位  置 規模 

新港東旧第６～７突堤間駐車場 神戸市中央区小野浜町 1,322.15 ㎡ 

規模を改める港湾施設 

荷さばき地 

名  称 位  置 
規  模 

変更前 変更後 

新港第５～６突堤基部 神戸市中央区小野浜町 6,191.79 ㎡ 5,851.33 ㎡ 

  道路 

名  称 位  置 
規  模（幅員） 

変更前 変更後 

新港東ふ頭臨港道路 神戸市中央区小野浜町 
最大 29.00ｍ 

最小 24.50ｍ 

最大 21.82ｍ 

最小 12.78ｍ 

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号

62







神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により公告します。 

  令和７年３月18日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市須磨区稲葉町７丁目３番、５番２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

神戸市中央区海岸通６番地 建隆ビルⅡ 

株式会社レイシスコーポレーション 

代表取締役 森本 伸太郎 

３ 許可番号 

  令和６年10月23日 第8216号 

（変更許可 令和７年２月５日 第2195号） 

（変更許可 令和７年２月20日 第2198号） 
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神戸市水道告示第33号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので、同規程第10条

の規定により告示する。 

令和７年３月18日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸  

  

指定番号 名称 所在地 代表者 廃止年月日 

39180 平野設備工業 
神戸市西区平野町常本 

254 
藤本 勝博 令和７年３月４日 

 

令和７年３月18日　神戸市公報第3902号

66



神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和７年３月18日   

神戸市水道事業管理者 藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第13号  

神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程 

 神戸市水道局契約規程（昭和39年４月水道管理規程第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（契約保証金の納付） （契約保証金の納付） 

第 20条  地方公営企業法施行令（昭和2

7年政令第403号。以下「令」という。）

第 21条の 14の規定により管理規程で

定める契約の相手 方に納付させる契

約保証金の額は、契約金額の100分の

３以上（物品売却 システムを利用し

て行う入札にあっては、予定価格の1

00分の５以上）の額とする。 

第 20条  地方公営企業法施行令（昭和2

7年政令第403号。以下「令」という。）

第 21条の 15の規定により管理規程で

定める契約の相手 方に納付させる契

約保証金の額は、契約金額の100分の

３以上（物品売却 システムを利用し

て行う入札にあっては、予定価格の1

00分の５以上）の額とする。 

２～４ ［略］  ２～４ ［略］  

附  則  

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の神戸市水
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道局契約規程の規定は、令和６年４月１日から適用する。 
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神戸市選告示第10号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第５項及び第75条第６項並びに市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）第５条第30項の規定による選挙権を有する者の総数の50分

の１の数、同項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第

４項、第80条第４項、第81条第２項及び第86条第４項（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第２項において準用する場合を含む｡）の規定による選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超

える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総

数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。 

令和７年３月７日 

                               神戸市選挙管理委員会   

                               委員長 村 上 雅 彦 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数    24,690  

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   205,749  

３ 選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗

じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

        254,312  

４ 神戸市の議会の議員の選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

東灘区    57,218  

灘区    35,970  

中央区    37,041  

兵庫区    30,183  

北区    58,634  

長田区    25,495  

須磨区    43,411  

垂水区    58,587  

西区    64,963  
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昇任の選考に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月18日  

神戸市人事委員会事務局  

委員長 芝原 貴文  

神戸市人事委員会規則第８号 

   昇任の選考に関する規則等の一部を改正する規則  

（昇任の選考に関する規則）  

第１条 昇任の選考に関する規則（昭和35年４月人委規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については、次のとおりとす

る。 

(1)改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2)改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3)改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

別表第１ 係長昇任選考基準表  別表第１ 係長昇任選考基準表  

（その２） （その２） 

番

号 

適用す

る職 

選考区

分 

左欄の職へ昇

任するために

必要な資格要

件 

１  運 輸 現

業 に 従

事 す る

自 動 車

運 輸 現

業 

［略］ 

番

号 

適用す

る職 

選考区

分 

左欄の職へ昇

任するために

必要な資格要

件 

１  運 輸 現

業 に 従

事 す る

自 動 車

運 輸 現

業 

［略］ 
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職 員 を

も っ て

補 充 す

る 係 長

又 は こ

れ に 準

ずる職 

高 速 鉄

道 運 輸

現業 

２  同上  同上  (1)  現 に 乗

務職及び駅

務職または

技士職にあ

る者（番号

１ (1) に 定

める区分変

更を行った

者を含む。）

であつて、

本市職員と

し て 13.5年

以上の在職

年数を有す

ること。 

 

(2) ［略］  
 

職 員 を

も っ て

補 充 す

る 係 長

又 は こ

れ に 準

ずる職 

高 速 鉄

道 運 輸

現業 

２  同上  同上  (1)  現 に 指

導乗務職及

び指導駅務

職または技

士職にある

者（番号１

(1) に 定 め

る区分変更

を行った者

を含む。）で

あつて、本

市職員とし

て 13.5年 以

上の在職年

数を有する

こと。 

(2) ［略］  
 

 

（転任の基準等に関する規則） 

第２条 転任の基準等に関する規則（昭和37年４月人委規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線部分（以下第１号及び第２号におい
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て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については、次のとおりとす

る。 

(1)改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2)改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3)改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後 改正前 

別表（その２） 別表（その２） 

区分  左欄の区分の職へ区分変更

できる資格要件 

自動車

運輸現

業 

次の各号の一に該当するも

のであること。 

(1) ［略］  

(2) 乗務職及び駅務職又は

技士職に在職し、次のア

からエに該当するもので

あること。 

ア～エ ［略］  

高速鉄

道運輸

現業 

 

区分 左欄の区分の職へ区分変更

できる資格要件 

自動車

運輸現

業 

次の各号の一に該当するも

のであること。 

(1) ［略］  

(2) 指導乗務職及び指導駅

務 職 又 は 技 士 職 に 在 職

し、次のアからエに該当

するものであること。 

ア～エ ［略］ 

高速鉄

道運輸

現業 

 

 

附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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